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佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画の位置づけ

佐世保市保健福祉部健康づくり課



計画の位置づけ

佐世保市歯・口腔の健康づくり推進条例 第７条の規定に基づく歯科保健推進計画

 歯科口腔保健の推進に関する法律や県の計画「歯なまるスマイルプランⅢ」、本市の「第３次けんこ
うシップさせぼ２１」など、関係する各種計画と調和を図っている。

計画の目的
誰もが健康で質の高い生活を営む基盤となる生涯を通じた歯科口腔保健を実現するため、関係者との相

互連携を図り、市民の生涯にわたるお口の健康づくりを総合的かつ計画的に推進すること。

計 画 期 間 令和６（2024）年度～令和１７年度（2035）年度（１２年間）

基 本 理 念 おいしい食事と楽しい会話で、生涯つづく“健口生活”

方 針

基本方針 １ 歯・口腔の健康に関する健康格差の縮小
２ 歯科疾患の予防
３ 生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上
４ 定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健
５ 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備
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佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画の概要
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けんこう
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佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画概念図（素案）

【基本方針１】

【基本方針２】

【基本方針３】

【基本方針４】

【基本方針５】
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佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画 目標と取組の方向性

佐世保市保健福祉部健康づくり課

第１次計画 第２次計画 ５つの基本的な方針と11の目標で構成３つの基本目標と７の目標で構成

項目 目標

【基本目標１】
歯科疾患の予防

１．健全な歯・口腔の育成

２．口腔状態の向上

３．健全な口腔状態の維持

４．歯の喪失防止

【基本目標２】
生活の質の向上に向けた口
腔機能の維持・向上

１．口腔機能の獲得

２．口腔機能の維持・向上

【基本目標３】
定期的な口腔保健サービス
を受けることが困難な者に
対する歯科口腔保健

１．定期的な口腔保健サー
ビスの推進

項目 目標

【基本方針１】
歯・口腔の健康に関する健康
格差の縮小

１．歯・口腔に関する健康格差の
縮小

【基本方針２】
歯科疾患の予防

１．未処置のむし歯を有する者の
減少

２．歯肉に炎症所見を有する者の
減少

３．歯周病を有する者の減少

４．より多くの自分の歯を有する
高齢者の増加

【基本方針３】
生活の質の向上に向けた口腔
機能の維持・向上

１．よく噛んで食べることができ
る者の増加

【基本方針４】
定期的に歯科健診又は歯科医
療を受けることが困難な者に
対する歯科口腔保健

１．障がい者（児）の歯科口腔保
健の推進

２．要介護高齢者の歯科口腔保健
の推進

３．75歳以上の独居高齢者の歯科
口腔保健の推進

【基本方針５】
歯科口腔保健を推進するため
に必要な社会環境の整備

１．歯科健診の受診者の増加

２．むし歯予防の推進体制の整備



佐世保市保健福祉部健康づくり課
5

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目

(2024)
R6年度

(2025)
R7年度

(2026)
R8年度

(2027)
R9年度

(2028)
R10年度

(2029)
R11年度

(2030)
R12年度

(2031)
R13年度

(2032)
R14年度

(2033)
R15年度

(2034)
R16年度

(2035)
R17年度

(2036)
R18年度

佐
世
保
市

佐

世
保
市

歯
・
口

腔
の
健

康
づ
く

り

推
進
計
画

ベースライン値
（比較値）提示

最終目標値
設定

比較値把握 実績値把握 中間評価・見直し 実績値把握 最終評価 次期策定

ｱﾝｹｰﾄ実施 ｱﾝｹｰﾄ実施 集計分析 中間評価 ｱﾝｹｰﾄ実施 集計分析

実施計画
見直し

関
連
計
画

国

最終目標値
設定

自治体計画
策定期間

ベースライ
ン値提示 中間評価 最終評価 次々期検討

歯科疾患
実態調査

結果公表
歯科疾患
実態調査

結果公表
歯科疾患
実態調査

結果公表

第２次佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画（計画期間12年間）

第３次けんこうシップさせぼ２１（計画期間12年間）

第５次佐世保市食育推進計画（計画期間5年間） 第６次佐世保市食育推進計画（計画期間5年間）第４次佐世保市食育推進計画
（計画期間5年間）

第３次

次期
調

和

毎年
• 事業の進捗管理
• 事業改廃等に伴う時点修正

毎年
• 事業の進捗管理
• 事業改廃等に伴う時点修正

歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（第２次）（計画期間12年間）
（歯・口腔の健康づくりプラン）

第３次

実施計画
策定


